
令和４年９月１日 

東日本高速道路株式会社 

東北支社 

ＮＥＸＣＯ東日本東北支社における契約事務の集約化および 

今後の新たな取組みについて 

ＮＥＸＣＯ東日本東北支社（仙台市宮城野区）では、令和４年１０月１日から、当支社管内の

管理事務所および工事事務所が調達する契約制限価格（税込み）が２５０万円以上の工事等

および物品等の購買等における契約責任者の変更（事務所長⇒支社長）により、契約事務の

窓口を当支社技術部（調達契約課）に集約いたします。 

東北支社における契約事務の集約化に伴う契約責任者の変更（契約事務窓口の集約） 

≪令和４年１０月１日以降に入札公告を行うもの≫ 

契約責任者 所掌範囲 および 工種・業種 契約担当部署（窓口） 

支社長 【支社及び事務所が所掌する範囲】 

契約制限価格（税込み）が２５０万円以上の工事、

調査、設計、役務、物品等の購買 等 

支社技術部 

（調達契約課） 

また、ＮＥＸＣＯ東日本 東北支社における新たな取組みとして、以下の項目を実施します。 

① 共通入札公告の制定

⇒入札公告における共通する内容や用語の定義等を定めたもの

② 拡大型指名競争入札の名称変更

⇒「拡大型指名競争入札」の名称を「条件付一般競争入札（指名併用型）」に改称

※①②ともに東北支社管内において令和４年１０月１日以降に入札公告を行うものから適用

します。（東北支社以外の支社は適用時期未定） 

 本件における詳細につきましては、別紙をご確認いただく他、当社ホームページをご確認くだ

さい。 

ＮＥＸＣＯ東日本ホームページ ： https://www.e-nexco.co.jp/bids/stipulation/ 

https://www.e-nexco.co.jp/assets/pdf/bids/stipulation/const_tohoku_01.pdf



